
産業廃棄物に関する法令の動向について

令和７年１２月１日
岐阜県 環境エネルギー生活部

工藤 喜史

※本資料の内容については国において検討中の部分もあり、
 あくまで説明者個人の見解・まとめです。



本日の内容

１．再資源化事業等高度化法について

２．廃棄物処理法等の点検・見直しの状況について

（１）不適正ヤード問題への対応について

（２）ＰＣＢ廃棄物に係る対応について

（３）災害廃棄物への対応について
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１．再資源化事業等高度化法について

○ 脱炭素化と資源循環の取組を一体的に促進するため、
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」
が令和６年5月に成立し、本年１１月２１日に全面施行されました。

○ 制度の詳細については、環境省HPに掲載の「申請の手引き」や
各種ガイドラインをご参照いただければと思いますが、本日は、
環境省の資料等をもとに、法律のポイントを説明いたします。
（※制度に関する環境省HP： https://www.env.go.jp/recycle/waste/page_01721.html ）

＜参考＞これまでの経緯と今後のスケジュール

・令和５年７月28日 「静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」第１回開催

・令和６年２月16日 「脱炭素型資源循環システム構築に向けた 具体的な施策のあり方について」

（中央環境審議会意見具申）

・令和６年3月15日 「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」閣議決定

・令和6年5月22日 法案が可決・成立（5月29日公布）

・令和７年２月１日 基本方針、判断基準等の施行（一部施行）

・令和７年１１月２１日 認定制度、報告公表制度等の施行（全面施行） 2



背景

○ 我が国においては従来から、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限

り低減される循環型社会の形成に向けて、廃棄物処理法に基づく適正処理の確保や、

各種リサイクル法に基づく取組等が進められてきた。

○ 近年、様々な社会的課題への対応としても資源循環の重要性が高まっている。

（例）

・気温上昇・気候変動 ⇒ 脱炭素社会の実現

・生物種の絶滅加速 ⇒ 自然再興（ネイチャーポジティブ）の実現

・エネルギー・金属等資源の高騰・需給ひっ迫 ⇒ 経済安全保障・産業競争力強化

・人口減少・少子高齢化 ⇒ 地域コミュニティの再生・雇用創出

（地方創生、質の高い暮らしへの貢献）

○ このような状況を踏まえ、我が国は、循環経済を国家戦略として位置づけ、資源循

環と成長の好循環を目指すとともに様々な社会課題への貢献を目指している。

○ 本法は、脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促

進するため、新たな認定制度の創設等の措置を講じるもの。
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再資源化事業等高度化法の全体像

項目 対象 ポイント 施行日

目的（第1条） ― ―

基本方針（第3条） 国、地方公共団体、
廃棄物処分業者※、

事業者

・基本方針は告示で規定
令和7年
2月1日

関係者の責務
（第4～7条）

令和7年
2月1日

判断基準
（第8～10条）

廃棄物処分業者※

・判断基準は省令で規定
・特定産業廃棄物処分業者※に対しては、
環境大臣は勧告・命令が可能

令和7年
2月1日

（第
11
～
37
条
）

認
定
制
度

①高度再資源化事業
（第11～15条）

左記を行おうとする者

・環境大臣の認定を受けた者は、廃棄物
処理法の許可の特例が適用される
・認定の基準等は省令等で規定

令和７年
11月21日

②高度分離・回収事業
（第16～19条）

左記を行おうとする者

③再資源化工程の
高度化（第20,21条）

左記を行おうとする者

報告・公表
（第38～40条）

産業廃棄物処分業者
・特定産業廃棄物処分業者※は報告義務
（それ以外の産廃業者も任意報告可）

令和７年
11月21日

その他
（第41～53条）

―
・財政措置、関連施策との連携、立入権
限、罰則 等

令和７年
11月21日

7※（特定産業廃棄物処分業者）については次ページの補足を参照



補足（特定産業廃棄物処分業者について）

○ 本法律中の「廃棄物処分業者」「特定産業廃棄物処分業者」の定義、要件は以下の

とおり。
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    「廃棄物処分業者」（第4条）

一般廃棄物
処分業者

産業廃棄物
処分業者

「特定産業廃棄物処分業者」
○産業廃棄物処分業者であって、その処分
を行った産業廃棄物の量が政令で定める
要件に該当するもの（第10条）

＜政令で定める要件（案）＞

次の①、②のいずれかに該当すること

①当該年度の前年度において処分※を行った
産業廃棄物の数量が１万トン以上

②当該年度の前年度において処分※を行った
廃プラスチック類の数量が1,500トン以上

※再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く

事業者であって
自らその産業廃棄物の

処分を行う者

※埋立処分又は
海洋投入処分を

業として行う者を
除く

○「基本方針」や「関係者の責務」の対象
○「判断基準」に関する勧告・命令の対象
○「報告義務」の対象



補足（特定産業廃棄物処分業者について）
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法の目的、定義
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（目的）

第一条 この法律は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排

出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び

処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進するための措置等を講

ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「再資源化」とは、廃棄物（…中略…）の全部又は一部を部品又は原材料

その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

２ この法律において「再資源化事業等の高度化」とは、次の各号のいずれかに該当する措置を講ず

ることにより、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出（…中略…）の量の削減の効果が増大す

ることをいう。

一 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再資源化事業（…中略…）の実施その他の再資源化

事業の効率的な実施のための措置

二 廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上その他の再資源化の生産性の向上のための措置

三 再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入その他の当該工程から排出される温室効果ガス（…中

略…）の量の削減のための措置

四 前三号に掲げるもののほか、再資源化の実施に伴う温室効果ガスの排出の量の削減に資する措置



基本方針の概要①
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（基本方針）

第三条 環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。



基本方針の概要②
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二 再資源化事業等の高度化のための措置の実施に関する基本的事項 に記載されている各主体の取組



基本方針の概要③
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基本方針の概要④
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判断基準
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判断基準の内容①
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判断基準の内容②
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判断基準の内容③
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報告・公表制度の概要①
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報告・公表制度の概要②
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認定制度

類型 内容 許可の特例 ポイント

①高度再資源化事業
（第11～15条）

需要に応じた資源循環のために実施する
再資源化のための廃棄物の収集、運搬
及び処分の事業

・業許可不要
・再委託の特例
・施設設置許可
不要 等

製造業者が求める質・
量の再生材を供給する
ため、広域的に収集・
資源化する事業を促進

②高度分離・回収事業
（第16～19条）

廃棄物（告示で指定）から高度な技術を用い
た有用なものの分離及び再生部品又は
再生資源の回収を行う再資源化のための
廃棄物の処分の事業

・業許可不要
・施設設置許可
不要

最先端の技術を用いた
再資源化について、国
が最新の知見を踏まえ
迅速に認定・知見を収
集し、全国的に波及

③再資源化工程の
高度化（第20,21条）

廃棄物処理施設の設置者であって、当該
廃棄物処理施設において、再資源化の実
施の工程を効率化するための設備その他
の当該工程から排出される温室効果ガス
の量の削減に資する設備の導入

・施設の変更許
可を受けたも
のとみなす

先進的な高性能設備に
ついて、国の認定を通
じて導入を促進し、脱
炭素と資源循環を加速
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○ 各事業を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、計画を作成し、環境大臣の認定を

申請することができる。

○ 環境省HPに「申請の手引き」等を掲載 https://www.env.go.jp/recycle/waste/page_01721.html

○ 認定の審査に必要な調査のうち、認定の基準に適合しているかどうかの調査の一部を、環境大臣

の登録を受けた者（登録調査機関）に行わせることができる。（第22～37条）



類型① 高度再資源化事業
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類型② 高度分離・回収事業
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類型③ 再資源化工程の高度化
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全国14ヶ所で開催
岐阜では12月 23日（火）に
開催予定（実地のみ）で、
申込〆切は12月 18日（木）
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２．廃棄物処理法等の点検・見直しの状況について

○ 現行の有害使用済機器保管等届出制度の点検を含む資源循環の推進
に向けた取組や、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理に関する廃棄物処理
法等の制度の点検・見直し等を行うため、「廃棄物処理制度小委員会」が
令和６年12月に設置された。

○ 計６回開催された小委員会においては、
１．不適正ヤード問題への対応（平成29年廃棄物処理法改正法附則に基づく検討）、
２．処理期限以降に覚知されたPCB廃棄物の適正処理の確保の仕組み、
３．災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に関する制度の点検・見直し
（平成27年廃棄物処理法等改正法附則に基づく検討）

について検討を重ね、令和7年6月24日に中間取りまとめが行われた。

○ 今後、中間取りまとめを踏まえ、さらに必要な制度的措置の具体化を
検討する予定（直近の第7回小委員会は令和7年10月8日に開催）。
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（１）不適正ヤード問題への対応について
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中間取りまとめの概要①
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中間取りまとめの概要②
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（２）ＰＣＢ廃棄物に係る対応について
ポリ塩化ビフェニル（PCB）とは
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中間取りまとめの概要
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（３）災害廃棄物への対応について

50



中間取りまとめの概要
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